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地籍図原図作成等委託業務仕様書 

 

 

第１章 総則 

（適用） 

第１条 本特記仕様書は、佐久市（以下「発注者」という。）が、国土調査法に基づ

き実施する地籍調査測量の作業に適用し、作業内容及び成果品等を定めるものとす

る。 

 

（法令等） 

第２条 本業務の実施にあたっては、本特記仕様書及び業務委託契約書のほか、下記

の関係法令及び規程等に基づき、監督職員の指示に従い実施しなければならない。 

(1) 国土調査法（昭和 26年 6月 1日法律号外第 180号） 

(2) 国土調査法施行令（昭和 27年 3月 31日政令第 59号） 

(3) 国土調査法施行規則（平成 22年 10月 12日国土交通省令第 50号） 

(4) 地籍調査作業規程準則（昭和 32年 10月 24日総理府令第 71号） 

(5) 地籍調査作業規程準則運用基準（平成 14年 3月 14日国土国第 590号国土交通

省土地・水資源局長通知、令和 6年 6月 28日付け国不籍第 270号改正） 

(6) 地籍測量及び地積測定における作業の記録・成果の記載例（平成 29年 11月 21

日付け国土籍第 279号国土交通省土地･建設産業局地籍整備課長通知） 

(7) 地籍調査事業工程管理及び検査規程（平成 14年 3月 14日国土国第 591号国土

交通省土地・水資源局長通知） 

(8) 地籍調査事業工程管理及び検査規程細則（平成 14年 3月 14日付け国土国第

598号国土交通省土地･水資源局国土調査課長通知、令和 6年 6月 28日付け国不

籍第 284号改正） 

(9) 地籍調査事業（航測法による地籍調査）工程管理及び検査規程細則（令和 3年

8月 31日付け国不籍第 338号国土交通省不動産・建設経済局地籍整備課長通知、

令和 6年 6月 28日付け国不籍第 288号改正） 

(10) 地籍調査票作成要領について（令和 3年 3月 31日付け国不籍第 579号国土交

通省不動産・建設経済局地籍整備課長通知） 

(10－1)調査図素図作成示例(昭和 32年 10月 24日付け経企庁第 179号経済企画庁総

合開発局長通達) 

(11) 地籍図作成要領について（令和 3年 3月 2日付け国不籍第 489号国土交通省不

動産・建設経済局地籍整備課長通知） 

(12) 航測法による効率的手法導入推進基本調査成果を用いた地籍調査マニュアル

（令和 4年 10月 25日付け国不籍第 377号国土交通省不動産・建設経済局地籍整

備課長通知） 

(13) 航測法を用いた地籍調査のポイント（令和 7年 3月 31日付け改訂国土交通省

政策統括官付地理空間情報課地籍整備室企画専門官事務連絡） 

(14) リモートセンシング技術を用いた山村部の地籍調査事業工程管理及び検査規程

（平成 30年 8月 24日付け国土籍第 405号国土交通省土地・建設産業局地籍整備

課長決定） 

(15) 航測法を用いた地籍調査の手引（令和 7年 3月 31日付け改訂国土交通省政策

統括官付地理空間情報課地籍整備室企画専門官事務連絡） 

その他関連する諸法令、条例、規定及び通知 

 

（着手届等の提出） 

第３条 受注者は本業務の実施にあたり、着手届、業務工程表、主任技術者通知書を

作成し、契約締結後７日以内に発注者に提出しなければならない。 
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（業務計画書） 

第４条 受注者は本業務の実施にあたり、業務計画書を作成し契約締結後 14日以内に

監督職員に提出し承認を得るものとする。 

２ 業務計画書には、契約図書に基づき下記事項を記載するものとする。 

(1) 業務場所 

(2) 業務内容、作業方法及び作業班の体制 

(3) 業務工程 

(4) 業務組織計画 

(5) 成果物の内容及び部数 

(6) 連絡体制（緊急時を含む。） 

(7) その他 

３ 受注者は、業務計画書の重要な内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ

で、その都度監督職員に変更業務計画書を提出しなければならない。 

 

（技術者の配置） 

第５条 受注者は、本業務における技術者として、次の者を常時勤務する者の中から

配置しなければならない。 

(1) 主任技術者 

契約の履行に関し、作業全般の技術上の管理、作業現場の運営、取締りを行う

ほか、本業務中における監督職員及び副監督員との連携を行うものとし、測量法

に基づく測量士の有資格者で、かつ、公共工事に関する調査及び設計等の品質確

保に資する技術者資格登録規定（平成 26年国土交通省告示第 1107号）に基づく

地籍総合技術監理者、地籍調査管理技術者、地籍工程管理士、地籍主任調査員の

いずれかの資格を有するものとする。 

(2) その他技術者 

測量法に基づく測量士または測量士補の有資格者を１名以上配置するものとす

る。 

２ 前項における技術者は、落札候補者を決定した日の翌日までに予定者氏名、常

時勤務することを証明する公的書類及び前項に規定する資格を証する書類の写しを

提出するものとする。 

 

（使用機器） 

第６条 本業務に使用する機器は、測量精度を十分保持し得るものとし、使用機器名

を記載した書類及び機器の精度を確保するために行った点検確認書、検定証明書又

は性能試験・検査等の成績書を発注者に提出し承認を得るものとする。 

 

（測量法の諸手続） 

第７条 受注者は、業務実施にあたり、既存の基準点を使用する場合には、測量法第

26条（測量標の使用）及び第 30条第１項（測量成果の使用）の手続きに必要な資

料を提出するものとする。 

 

（貸与資料） 

第８条 本業務を実施する上で必要な資料等（発注者以外の第三者が管理する資料等

を含む）は、主任技術者に貸与するものとする。 

２ 本業務の遂行上、貸与資料の複製が必要な場合は、発注者の承諾を得て行うもの

とする。 

３ 貸与された資料等及び前項の複製品については、その重要性を認識し破損、紛

失、盗難等の事故の無いように管理するものとし、本業務の完了後あるいは使用済

みの場合は、発注者の照合を受け速やかに返却するものとする。 
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（官公庁その他の手続き） 

第９条 業務実施のため官公庁等へ手続き等を行う必要が生じた場合は、対応方法に

ついて監督職員と協議するものとする。 

 

（土地への立入り等） 

第１０条 受注者は、調査のため土地に立ち入る場合には、事前に当該土地の所有者

又は管理者の承諾を得なければならない。 

２ 受注者は、国土調査の従事にあたって、発注者が発行する国土調査法第 24条第３

項の規定に基づく身分証明書を常時携帯し、関係人の請求があるときは提示しなけ

ればならない。 

 

（安全の確保） 

第１１条 受注者は、交通及び保安上問題が生じる恐れがある場合は、あらかじめ管

理者と十分な打合せの上実施すること。 

２ 高所、急傾斜地等の境界確認作業等に際しては、作業者及び立会い者ともに安全

帽の着用並びに転落防止等の措置を講じるなど、作業の安全確保に万全を期すこ

と。また、有事の連絡体制の確保等、危機管理を行うこと。 

 

（補償） 

第１２条 業務実施にあたり、受注者が第三者に損害を与えた場合は、受注者の責任

において補償するものとする。 

 

（工程管理） 

第１３条 受注者は、本業務の実施にあたり、地籍調査事業（航測法による地籍調

査）工程管理及び検査規定に従い、各工程分類の終了後、管理及び検査を受けなけ

ればならない。 

 

（成果品の提出及び検査） 

第１４条 本業務が完了したときには、受注者は成果品を業務完了報告書とともに発

注者に提出し、検査職員による検査を受けなければならない。 

２ 受注者は監督職員の指示があった場合には、履行期間途中においても成果品の部

分引渡しを行わなければならない。 

 

（成果品の帰属） 

第１５条 本業務における成果品は、全て発注者に帰属するものとし、受注者は発注

者の許可なく本業務以外の目的に複写、第三者に公表、貸与又は利用してはならな

い。 

（秘密の保持） 

第１６条 受注者は本業務で知り得た秘密や成果等を、他に洩らしたり、使用したり

してはならない。また個人情報の取扱いについては、「佐久市個人情報の保護に関

する法律施行条例」の規定によるものとする。 

 

（疑義） 

第１７条 受注者は、業務実施にあたり、設計図書及び本特記仕様書に定めのない事

項及び疑義が生じた場合は、発注者と協議の上決定し、業務を遂行するものとす

る。 
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第２章 業務概要 

（業務内容） 

第１８条 本業務は、令和５年度に国土交通省が実施した航測法による効率的手法導

入推進基本調査の成果（令和 6年 6月 17日付け国不籍第 260号国土調査法第 19条

第 2項に基づく認証）を活用し、航測法による地籍測量を行う調査により実施する

ものとする。 

 

（作業区域） 

第１９条 作業区域は別添区域図に示す区域とする。 

 

（縮尺・精度区分・面積） 

第２０条 地籍図の精度、縮尺、面積の区分は次のとおりとする。 

計画区 精度 縮尺 傾斜度 
視通

状態 

筆の 

形状 

筆数 

(調査後） 

面積

km2 

20252021701 乙２ 1/1,000 中傾斜 山Ⅰ 不整形 
672 

(610) 
1.48 

 

（作業工程） 

第２１条 本業務における作業工程は次のとおりとする。 

計画区 面積 工程 

20252021701 

（佐久市湯原内） 
1.48k㎡ 

一筆地調査（Ｅ工程） 

（筆界の調査・確認から） 

筆界点の座標値の算出（ＲＤ3※） 

地籍図原図作成    （FⅡ-2工程） 

地積測定       （Ｇ工程） 

地籍図複図作成    （Ｈ工程） 

※航測法による効率的手法導入推進基本調査成果を用いた地籍調査マニュアル（令和

4年 10月 25日付け国不籍第 377号国土交通省不動産・建設経済局地籍整備課長通

知）では、筆界点座標値の計測及び点検（ＲＤ18） 

 

（一筆地調査の業務分担） 

第２２条 一筆地調査の内容及び発注者と受注者の分担は次のとおりとする。 

工程 
業務分担 

備考 
発注者 受注者 

計画 〇 ―  

地元説明会 ― ― 実施済(R7/3/1,3/2) 

関係機関等との調整 〇 ―  

調査図素図等作成 ― ―  

関連資料収集・整理 〇 〇  

住所不明所有者等の 

調査結果の整理 
〇 ―  

筆界案の作成 ― ― 令和７年度作成済 

現地調査の実施 
（筆界等の調査及び確認前） 

― 〇 歩掛２割減 
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筆界確認等の通知 〇 ―  

市町村境界調査 ― ―  

筆界等の調査及び確認 〇 〇  

現地調査 
（筆界等の調査及び確認後） 

〇 〇  

点検整理 ― 〇  

代位登記の申請 〇 〇  

 

（効率的手法導入推進基本調査成果品） 

第２３条 発注者は受注者へ別表１の資料を貸与するものとし、受注者は「貸与資

料」及び「令和７年度地籍調査事業一筆地調査等委託業務の成果品」を基礎として

調査図素図等とするものとする。 

   

（筆界等の調査及び確認） 

第２４条 筆界等の調査及び確認の方法は、集会所等に所有者等が集合する筆界案説

明会および机上境界立会い（郵送・訪問）を想定するものとし、ＧＩＳ等を利用

し、二次元画像として航空写真やリモートセンシング情報図（基礎資料）に筆界案

を重ねたもの、標高データにより三次元画像として表現した資料を準備するものと

する。 

 

（地籍図原図の作成） 

第２５条 地籍図原図は地籍図の様式に基づき必要な事項を表示した上で作成するも

のとし、筆界点番号図、筆界点成果簿及び接合関係を示した地籍図一覧図を作成す

るものとする。併せて複図２部を作成する。 

 

（地積測定） 

第２６条 地積測定簿および地積点検簿は筆界案により作成した計算簿を活用し作成

するものとする。精度管理表（地積測定）は筆界案により作成した各筆の筆界点座

標により座標面積計算により新たに作成するものとする。地目別集計表は、筆界案

により作成した筆の地目を加えて作成するものとする。 

また、受注者は、地積測定に用いる筆界点の座標値について、監督職員が指示す

る視認可能な筆界点３点以上を抽出し、当該筆界点で構成する多角形の面積と現地

距離法による地積について、監督職員立会いのうえ測定し、その結果を報告するも

のとする。ただし、現地で視認可能な筆界点が存在しない場合、現地点検は省略す

るものとする。 

  

（閲覧補助） 

第２７条 公共施設等の場所で、筆界案の確認を実施し、確認後、承認が得られた場

合は、土地調書（名寄せ）署名又は記名押印するものとする。 

 なお、修正があった場合は、その位置について隣接者の同意が得られた場合は修

正するものとし、修正に応じられない場合は筆界未定とする。 

 

（筆界案の修正） 

第２８条 確認後における修正については、地籍調査票、地籍簿、地籍図原図等を修

正し、修正内容について郵送により所有者へ送付するものとする。 
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（辺長点検） 

第２９条 受注者は、監督職員が指示する筆における筆界点１点を抽出後、この筆界

点から視通が取れる２辺以上の辺について、実施者及び認証者立会いのうえ実測距

離の測定を行うものとする。 

 ただし、現地で視認可能な筆界点が存在しない場合、辺長点検は省略するものと

する。 

 

（打合せ） 

第３０条 作業打合せは着手時、中間時、最終の３回行うものとし、打合せの配置人

員は、主任技師 1.5人/日、測量技師 1人/日、測量技師補 0.5人/日とする。 

 

（成果品） 

第３１条 本業務で納入する成果品は別表２及び次のとおりとする。 

２ 成果品の様式等は関係法令等によるほか、「電子基準点のみを与点とする地籍図

根三角測量における記載例」及び「地籍測量及び地積測定における作業の記録・成

果の記載例」によるものとし、監督職員の指示に従うものとする。なお、電子記録

媒体による成果品については、「地籍調査成果電子納品要領」及び「地籍調査成果

電子納品に関する事前協議ガイドライン」に基づき電子化するものとし、ＣＤ－Ｒ

又はＤＶＤ－Ｒのいずれかの媒体を使用し、１枚に格納することを標準とする。 

３ 電子納品に用いる媒体には、次に掲げる項目をラベルに記載し、正副２部を作成

し、納品するものとする。 

1 業務名称（正又は副を明記） 

2 作成年月 

3 発注者名 

4 受託者名 

5 何枚目／総枚数 

6 ウィルスチェックに関する情報（ウィルス対策ソフト名、ウィルス定義年月

日、チェック年月日） 

 

（積算の条件） 

第３２条 本業務の実施にあたっては地籍調査事業費積算基準書（公益社団法人全国

国土調査協会発行 2025年 4月版）に基づき、積算するものとする。 
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別表１（効率的手法導入推進基本調査成果品） 

番号  工 程 種 別  成 果 品 資 料 名  

1  資料収集  収集資料  

公図、土地登記要約書、長野県数値地形データ  

森林計画図、佐久市統合型ＧＩＳデータ  

2  現地調査関係  

現地調査図素図、現地調査図、現地調査図一覧図、境界調査票  

現地調査計測簿、現地写真等  

3  地籍基本三角測量  

地籍基本三角点選点手簿、選点図、観測計算諸簿、網図、成果

簿  

精度管理表、基準点等成果簿写、測量標の設置状況写真  

4  航空レーザ測量  航空レーザ測量成果品（オルソ画像含む）  

5  筆界推定線図作成  筆界推定線図素図、筆界推定線図  

6  
基本調査図原図及

び調査簿案  

効率的手法導入推進基本調査図原図、効率的手法導入推進基

本調査簿案、効率的手法導入推進基本調査図一覧図  

7  業務報告書  業務報告書  

8  工程管理記録他  
工程表、検査成績表、検定証明書、作業従事者名簿、打合せ記

録簿  

9  その他資料  その他監督職員が必要と認めたもの  

10  電子データ  上記成果抜粋版の電子媒体（DVD 等）  

11  電子データ  上記成果（１～９）の電子媒体（SSD 等）  

参考 

・紙媒体で納品する成果品は、A4チューブファイルに格納  

・効率的手法導入推進基本調査図原図の電子データは SFX（ｐ２１形式）  

・測量観測データは、TS法は APA・SIMA フォーマット、GNSS法は RINEX フォーマット  

・GISデータのフォーマット形式は次の通り。  

（1） 属性付きベクトルデータ：地籍フォーマット 2000  

（2） 座標情報付きラスタデータ：GeoTIFF形式  

数値表層データ（DSM）、標高数値データ（DEM）：テキスト形式（X・Y・Z） 
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収集資料 

項目 摘要 縮尺 

公図 XMLデータ（公図） 1/600 

登記事項要約書 CSVデータ（要約書）  

地積測量図 Tifデータ（地積測量図） 1/500 

森林計画図 simデータ（林班・小林班図・施業範

囲） 
1/25000 

道路台帳図 PDFデータ、Shape 1/1000 

林道台帳 PDFデータ（幅員入りの地形図） 1/1000 

既存佐久市 

地籍調査データ 
地籍フォーマット（地籍図） 1/1000 

長野県数値 

地形データ 
DXF,tif,XML 1/1000 

佐久市統合型 

GISデータ 

DXFデータ（地形図） 
1/1000 

1/2500 

DXFデータ（地番図） 1/1000 

DXFデータ（航空写真） 
1/1000 

1/2500 

佐久市航空写真 PDFデータ 不明 

佐久市小字集合図 PDFデータ（小字界と空中写真の重ね

図） 

1/7000 

1/15000 

 

別表２ 

作業工程 記録及び成果品 提出部数 

Ｅ工程 

（一筆地調査） 

調査図 

調査図一覧図 

各１式 

ＲＤ３ 

（筆界点の座標値の算出） 

筆界点座標値精度管理表 １式 

ＦⅡ－２工程 

（原図作成等） 

Ｇ工程 

（地積測定） 

地積測定簿及び地積点検簿 

地籍図原図 

筆界点番号図 

筆界点成果簿 

地籍図一覧図 

筆界点座標値等電子データ 

地目別集計表 

精度管理表（地積測定） 

各１式 

Ｈ工程 

（地籍図複図作成） 

地籍図（複図） 

地籍図の修正結果 

（誤り等申し出があった場合） 

認証関係書類 

各１式 

その他監督職員が指示するもの 

 


